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図2－1　献血推進の実施体制
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策定・実施

　血液法では、献血による国内自給の確保を基本理念と

しており、献血の推進について、国、地方公共団体、採

血事業者の責務を定めています（法第４条、第５条、第

６条）。

　国（厚生労働大臣）は、基本方針を定めるとともに、

毎年度、基本方針に基づく献血推進計画を定め、公表す

ることとされています（法第 10 条第 1 項）。

　都道府県は、基本方針及び献血推進計画に基づき、採

血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、

毎年度、都道府県献血推進計画を定めるとともに、公表

するよう努め、厚生労働大臣に提出することとされてい

ます（法第 10 条第 4 項）。

　採血事業者は、基本方針及び献血推進計画に基づき、

毎年度、都道府県の区域を単位として献血受入計画を作

成し、厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。

また、受入計画を作成する際には、あらかじめ都道府県

の意見を聴かなければならないとされています（法第

11 条第 1 項）。

　なお、厚生労働大臣が献血推進計画の策定、献血受入

計画の認可を行う場合には、あらかじめ薬事・食品衛生

審議会の意見を聴かなければなりません（図２－１）。
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